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1. 廃業をしたい。調査が必要と言われた。

2. 昔クリーニング店を営んでいた土地を
相続した。処分したい。

3. 営業中のクリーニング店である。
環境対策として調査/浄化をしたい。

クリーニング店からのお問い合わせ
BEST 3



1. 土壌汚染対策法や条例等の手続をふまない
と廃業できない

なぜ、クリーニング店の廃業、土地の売買
がしずらいのか？

• 下水道法 / 水質汚濁防止法の特定施設の設置届出を行政に届出ているか？

• (東京都の場合) 指定作業場 / 工場の届出がされているか？

• 有害物質 (テトラクロロエチレン(パークレン)、ふっ素等)の使用履歴が
あるかどうか？

2. 汚染地である可能性が高い



スムーズに手続を進めるポイント

• 法に適用する土壌汚染状況調査は指定調査機
関(環境大臣等から指定された調査機関)が実施
する必要があります。

• 様々な業務を行ってくれる業者が便利。

専門家にまかせましょう



事例1

町田市内 クリーニング作業場跡地

• 土地40坪、クリーニング工場兼住居

• 所有者相続人の一人から土壌の調査及び売却の
相談あり

• 現状有姿・瑕疵担保免責で売買

• 所有者様の遺産分割協議・相続登記・後見人手続
等に半年



事例2

練馬区 クリーニング工場

• 破産物件、土地１２０坪
操業４０年超のクリーニング工場跡

• （自主調査後）土壌汚染を含む現状有姿・瑕疵
担保免責にて売買

• 土壌汚染対策法 法第３条の調査
⇒要措置区域に指定
⇒浄化工事実施

• 2年間モニタリング期間中に戸建業者に売却
• モニタリング費用および万が一の浄化責任は当
社負担

H27.1 要措置区域解除



事例3

草加市 クリーニング工場

土地３６５坪
操業５０年超のクリーニング工場

現地にてガス調査を行い、買取価格提示。
現状有姿・瑕疵担保免責にて購入。

浄化会社との連携によるワンストップサポート
土壌調査実施後
⇒高度な浄化技術、豊かな経験に基づき
最適な浄化工事を施工。

購入後約１０ヶ月で売却
売却先決定・重度汚染箇所取扱いにおいて
柔軟な構想と判断により、ベストな選択が
出来た事が特筆すべき点である。



事例4

文京区 リースバック事例

任売物件、土地７０坪
操業５０年超の印刷工場

銀行の返済が苦しいため、一旦不動産を
処分して営業を継続したいとの希望。

仲介業者を通じリースバックの提案。
（売主の債務整理、

賃料・売却価格を精査）

現状有姿・瑕疵担保免責にて購入。
同時に定期賃貸借契約締結。

将来、賃借人退去後に土壌汚染調査
・浄化を行い、第三者へ売却。



事例5

営業しながら浄化

① 調査を実施し、現状を把握
② 対策検討
③ 実施可能な範囲で対策を継続

■流れ

早めに対応をすることで、選択肢が増える

■メリット

面積の狭さ

■デメリット


